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報道関係者各位 

 

食品の出荷制限について 
（福島原子力発電所事故関連） 

 

・ 本日、原子力災害対策特別措置法第２０条第３

項の規定に基づき、原子力災害対策本部長であ

る内閣総理大臣から、関係自治体に対し、一部地

域、品目に関して食品の出荷制限の指示がありま

した。 

  指示の内容は別添のとおりです。 

 

• 別添（PDF:16KB）  

＜参考＞ 

○原子力災害対策特別措置法  （抄） 

 

第２０条    

３  前項の規定によるもののほか、原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急

平成２３年３月２１日 

医薬食品局食品安全部 

（担当・内線） 監視安全課長 加地（２４７１） 

           大原、今村（４２４１、４２４２） 

         企画情報課長 吉野（２４４１） 

           佐久間（２４４８） 

（電話代表） ０３(５２５３)１１１１ 

（電話直通） ０３(３５９５)２３３７、２３２６ 



事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要が

あると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政

機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地

方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機

関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。  

PDF ファイルを見るためには、Adobe Reader というソフトが必要です。 

Adobe Reader は無料で配布されています。（次のアイコンをクリックしてください。） Get Adobe 

Reader 
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